
住居確保給付金のご案内 
 

 住居確保給付金は、就職にむけた活動をするなどを条件に、一定期間、自治体か

ら家主さんに一定額を支給します。 

 

 

 

 

                     住居確保給付金の支給により、安定した生活 

を送る支援を行います。 

主な給付要件チェックリスト 

項目 チェック欄 

離職・廃業をした日から２年以内、またはやむを得ない休業等により、収入を得る機

会が減少していますか？ 
□ 

収入が収入基準額以内、かつ、資産が一定額以内ですか？ 

※月額収入基準 ＝ 市町村民税となる額の 1/12 ＋ 家賃額 

                                （単位：円） 

 単身世帯 ２人世帯 ３人世帯 ４人世帯 

月額収入基準額

（目安） 
１０３，０００ １４５,０００ １７４,０００ ２０９,０００ 

資産（預貯金

等）額 
４６８,０００ ６９０,０００ ８４６,０００ １,０００,０００ 

支給家賃額 

（上限額） 
２５,０００ ３０,０００ ３３,０００ ３３,０００ 

 

 

 

□ 

上記の状態になる前に、世帯生計を主として維持していましたか？ □ 

○すべての項目にチェック✔が付いた方 

住居確保給付金の受給資格を満たす可能性があります。 

市又は市が事業委託している自立相談支援機関までご相談ください。 

お問い合わせ先：芦別市福祉課福祉係・・・・・・・０１２４-２７-７３６８（内線１８４） 

        そらち生活サポートセンター・・・０１２０-２７９-２３４ 


